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　その年度における税収に占める徴税費の割合を示すもので、日
本では100円の税金を徴収するためにかかる費用をいう。徴税費
に含まれるものは、職員の給与等の人件費や調査等の旅費、通信
専用料等の物件費など。国税庁が公表した平成29年度の徴税コス
トは1.24円となっており、ここ数年来減少傾向にあります。

徴税コスト

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月10日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月17日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 7月1日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 7月1日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 7月1日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 7月1日

ラベンダー



６月号─2

　

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
年
）

度
税
制
改
正
で
は
、
個
人
事
業
者
の

高
齢
化
が
急
速
に
進
む
中
、
円
滑
な

世
代
交
代
を
通
じ
た
事
業
の
持
続
的

な
発
展
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
十
年
間
の
時
限
措
置

と
し
て
、
個
人
事
業
者
の
事
業
用
資

産
に
係
る
事
業
承
継
税
制
（
個
人
版

事
業
承
継
税
制
）
が
新
た
に
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

以
下
、ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

１　

個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

係
る
相
続
税
の
納
税
猶
予

⑴　

概
要

　

認
定
相
続
人
が
、
二
〇
一
九
年
一

月
一
日
か
ら
二
〇
二
八
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
相
続
等
に
よ

り
特
定
事
業
用
資
産
を
取
得
し
、
事

業
を
継
続
し
て
い
く
場
合
に
は
、
担

保
の
提
供
を
条
件
に
、
そ
の
認
定
相

続
人
が
納
付
す
べ
き
相
続
税
額
の
う

ち
、
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
特
定

事
業
用
資
産
の
課
税
価
格
に
対
応
す

る
相
続
税
の
納
税
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

⑵　

用
語
の
意
味

①　

認
定
相
続
人

　
　

承
継
計
画
に
記
載
さ
れ
た
後
継

者
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
に
お
け

る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受

け
た
者
を
い
い
ま
す
。

②　

特
定
事
業
用
資
産

　
　

被
相
続
人
の
事
業
（
不
動
産
貸

付
業
等
を
除
く
）
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
次
の
も
の
を
い
い
ま
す
。

●　

土
地
（
面
積
四
〇
〇
㎡
ま
で

の
部
分
に
限
る
）

●　

建
物
（
床
面
積
八
〇
〇
㎡
ま

で
の
部
分
に
限
る
）

●　

建
物
以
外
の
減
価
償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
又
は
営
業
用
と

し
て
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
も

の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

に
限
る
）
で
、
青
色
申
告
書
に

添
付
さ
れ
て
い
る
貸
借
対
照
表

に
計
上
し
て
い
る
も
の

※　

債
務
控
除
を
使
っ
た
制
度
の

濫
用
防
止
の
た
め
、
被
相
続
人

に
債
務
が
あ
る
場
合
は
、
特
定

事
業
用
資
産
の
金
額
か
ら
そ
の

債
務
の
額
（
明
ら
か
に
事
業
用

で
な
い
債
務
の
額
を
除
く
）
を

控
除
し
た
額
が
納
税
猶
予
の
基

礎
と
な
り
ま
す
。

③　

承
継
計
画

　
　

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の

指
導
及
び
助
言
を
受
け
て
作
成
さ

れ
た
特
定
事
業
用
資
産
の
承
継
前

後
の
経
営
見
通
し
等
が
記
載
さ
れ

た
計
画
で
あ
っ
て
、
二
〇
一
九
年

四
月
一
日
か
ら
二
〇
二
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県

に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
い
い
ま
す
。

⑶　

猶
予
税
額

　

非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の
相
続

税
の
納
税
猶
予
制
度
と
同
様
に
計
算

し
ま
す
。

⑷　

猶
予
税
額
の
免
除

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
猶
予
税

額
の
免
除
が
あ
り
ま
す
。

〈
全
額
免
除
〉

・
後
継
者
が
死
亡
時
ま
で
特
定
事
業

用
資
産
を
保
有
し
事
業
を
継
続
し

た
場
合

・
後
継
者
が
、
相
続
・
贈
与
税
の
申

告
期
限
か
ら
五
年
経
過
後
に
、
次

の
後
継
者
へ
特
定
事
業
用
資
産
を

贈
与
し
、
そ
の
後
継
者
が
特
定
事

業
用
資
産
に
つ
い
て
、
個
人
版
事

業
承
継
税
制
に
よ
る
贈
与
税
の
納

税
猶
予
制
度
の
適
用
を
受
け
る
場

合
〈
一
部
免
除
〉

・
同
族
関
係
者
以
外
に
特
定
事
業
用

資
産
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合

・
民
事
再
生
計
画
の
認
可
決
定
等
が

あ
っ
た
場
合

⑸　

そ
の
他

①　

青
色
申
告
要
件

　
　

適
用
を
受
け
る
に
は
、
被
相
続

人
は
相
続
開
始
前
に
お
い
て
、
認

定
相
続
人
は
相
続
開
始
後
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
青
色
申
告
の
承
認

を
受
け
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②　

継
続
届
出
書

　
　

認
定
相
続
人
は
、
相
続
税
の
申

告
期
限
か
ら
三
年
毎
に
「
継
続
届

個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に
係
る

事
業
承
継
税
制
の
創
設
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出
書
」
を
税
務
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２　

個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予

⑴　

概
要

　

認
定
受
贈
者（
一
八
歳（
二
〇
二
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
贈
与
に
つ

い
て
は
、
二
〇
歳
）
以
上
で
あ
る
者

に
限
る
。
以
下
同
じ
）
が
、
二
〇

一
九
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
二
八
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
贈

与
に
よ
り
特
定
事
業
用
資
産
を
取
得

し
、
事
業
を
継
続
し
て
い
く
場
合
に

は
、
担
保
の
提
供
を
条
件
に
、
そ
の

認
定
受
贈
者
が
納
付
す
べ
き
贈
与
税

額
の
う
ち
、
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た

特
定
事
業
用
資
産
の
課
税
価
格
に
対

応
す
る
贈
与
税
額
の
納
税
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

⑵　

そ
の
他

①　

贈
与
者
の
死
亡

　
　

贈
与
者
の
死
亡
時
に
は
、
特
定

事
業
用
資
産
（
既
に
納
付
し
た
猶

予
税
額
に
対
応
す
る
部
分
を
除
く
）

を
そ
の
贈
与
者
か
ら
相
続
等
に
よ

り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
贈

与
時
の
時
価
に
よ
り
他
の
相
続
財

産
と
合
算
し
て
相
続
税
を
計
算
し

ま
す
。
そ
の
際
、
都
道
府
県
の
確

認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
相
続
税

の
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

②　

相
続
時
精
算
課
税
と
の
関
係

　
　

認
定
受
贈
者
が
、
贈
与
者
の
直

系
卑
属
で
あ
る
推
定
相
続
人
以
外

の
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
贈
与
者

が
そ
の
年
一
月
一
日
に
お
い
て

六
〇
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３　

留
意
事
項

⑴　

適
用
時
期

　

前
記
１
及
び
２
の
改
正
は
、
二
〇

一
九
年
一
月
一
日
以
後
に
相
続
等
又

は
贈
与
に
よ
り
取
得
す
る
財
産
に
係

る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
ま
す
。

⑵　

事
業
継
続
が
条
件

　

事
業
を
継
続
す
る
と
い
う
前
提
で

納
税
を
猶
予
す
る
こ
と
か
ら
、
事
業

を
廃
業
し
た
場
合
は
、
納
税
猶
予
額

の
全
額
及
び
利
子
税
を
合
わ
せ
て
納

付
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
適
用
に

は
十
分
に
注
意
が
必
要
で
す
。

⑶　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
と
の
選

択

　

課
税
価
格
の
減
額
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
小
規
模
宅
地
等
（
特
定
事
業

用
宅
地
等
に
限
る
）
の
特
例
と
の
併

用
が
で
き
な
い
点
に
注
意
し
て
、
ど

ち
ら
を
選
択
す
る
か
を
熟
慮
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

４　

法
人
の
事
業
承
継
税
制
の�

見
直
し

　

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税
・

贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
（
法
人
版

事
業
承
継
税
制
）
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

⑴　

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
以
後
の

贈
与
か
ら
贈
与
税
の
納
税
猶
予
に

お
け
る
受
贈
者
の
年
齢
要
件
が
、

二
〇
歳
以
上
か
ら
一
八
歳
以
上
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

⑵　

資
産
保
有
型
会
社
等
の
取
消
事

由
の
緩
和
と
し
て
、
一
定
の
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
資
産
保
有

型
会
社
・
資
産
運
用
型
会
社
に
該

当
し
た
場
合
で
も
、
該
当
日
か
ら

六
ヶ
月
以
内
に
こ
れ
ら
の
会
社
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
納

税
猶
予
の
取
消
事
由
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

⑶　

非
上
場
株
式
等
の
贈
与
者
が
死

亡
し
た
場
合
の
相
続
税
の
納
税
猶

予
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
贈
与

税
の
納
税
猶
予
の
免
除
届
出
の
添

付
書
類
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

個人版事業承継税制のスキーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業庁資料）

期　　間 10年間の時限措置
※2019年1月1日～ 2028年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象。（今年度分は遡及適用）

猶予割合 100％

対象資産 土地、建物、機械・器具備品、車両・船舶、構築物、無形償却資産（特許権等）、生物（乳
牛等、果樹等）

対象面積 土地400㎡、建物800㎡

要　　件 ・経営承継円滑化法に基づく認定（青色申告書を活用）
・2019年度から5年以内に承継計画を提出。

その他
・事業を廃止した場合は納税
・ただし、事業者が一定の障害に該当した場合や、経営環境の悪化による場合（※）等
は、免除・減免措置あり。
　※①直近3年間のうち2年以上赤字である場合や、②2年連続で売上高が減少している場合など。

※小規模宅地等の特例との選択適用
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　源泉所得税を正当な理由なく納付しなか
ったときは原則として、不納付加算税がか
かります。この不納付加算税の割合は次の
とおりです。
●税務署からの指摘で納付する場合：納付
すべき源泉所得税額の10％

●自主的に納付する場合：納付すべき源泉
所得税額の5%

　ただし、次の場合には、期限までに納税
していなかったとしても、不納付加算税が
かかりません。
①　法定納期限までに納付しなかったこと
について正当な理由があるとき

　　例えば、従業員が給与所得者の扶養控
除等申告書などの書類を誤って記入し、
その誤った申告書に基づいて控除したこ
とによって源泉所得税額が過少となって
いた場合は、源泉徴収義務者の責めに帰

すべき事由がないため、正当な理由があ
ると認められる場合として取り扱われま
す。また、災害等によって真にやむを得
ない事由があると認められるときなどに
ついても、正当な理由があるものと認め
られます。
②　納付する意思があると認められる場合
で、法定納期限から１カ月を経過する日
までに納付したとき
　　納付する意思があると認められる場合
とは、法定納期限の属する月の前月の末
日から起算して１年前の日までの間に税
務署から納税の告知を受けたり、期限後
に納付した事実がない場合のことをいい
ます。
　なお、国税通則法第119条第4項の規定
により、加算税の金額が5千円未満となる
ときは、切り捨てられることとされていま
す。したがって、計算された不納付加算税
の金額が5千円未満となるときは不納付加
算税がかかりません。

源泉所得税を期日までに納付� �
しなかったときの不納付加算税

　給与所得者の特定支出控除の対象となる
支出に、資格取得費があります。この資格
取得費は、法令に基づきその資格を有する
人に限り特定の業務を営むことができるこ
ととされている弁護士、公認会計士、税理
士、弁理士、医師、歯科医師などの資格を
取得するための支出でその人の職務の遂行
に直接必要なものであることについて給与
等の支払者により証明がされたものが含ま
れます。そのため、法科大学院に係る支出
は、資格取得費として特定支出となります。
　しかし、会計大学院については、公認会
計士の受験資格を得るための支出ではない
ため、資格取得費として特定支出とはなり
ません。また、税法や会計学に関する研究
により修士の学位を取得するための支出
も、同様に資格取得費として特定支出とは
なりません。

特定支出控除
法科大学院や会計大学院に係
る支出

　
中
間
納
付
し
た
事
業
税
に
つ
い
て
、

確
定
申
告
で
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
法
人
税
等
の
計
算
に
お

い
て
、
事
業
税
の
確
定
申
告
分
の
税

額
は
翌
期
の
損
金
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
と
同
一
時
期
に
確
定
す
る
還
付

金
も
同
様
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
一
年
決
算
会
社
で
中

間
事
業
税
が
確
定
申
告
に
よ
り
一
部

還
付
に
な
る
場
合
、
中
間
納
付
額
は

そ
の
ま
ま
損
金
算
入
し
、
還
付
金
は

翌
期
の
益
金
と
し
て
処
理
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
中
間
納
付
額

か
ら
還
付
金
相
当
額
を
控
除
し
た
部

分
を
租
税
公
課
と
し
て
損
金
経
理
し
、

還
付
金
に
相
当
す
る
部
分
を
仮
払
金

等
と
し
て
経
理
し
た
場
合
は
、
確
定

申
告
書
に
お
い
て
当
該
仮
払
金
等
と

し
て
経
理
し
た
金
額
を
減
算
処
理
し

て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

中
間
納
付
し
た
事
業
税
の

還
付
が
あ
る
と
き
の
法
人
税
の
計
算


